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１ 市長公室長 松井俊之 

２ 総務部長 豊島俊二 

議 題 

【付議】 

１ 令和７年度志木市給与改定基本方針について 

【報告】 

１ 第二次志木市将来ビジョン（第六次志木市総合振興計画）

将来構想/前期実現計画/第三期志木市まち・ひと・しごと

創生総合戦略（素案）に対する意見公募の内容について 

２ 令和７年度志木市一般会計補正予算の専決処分について 

結 果 

【付議】 

１   了承 

【報告】 

１、２ 了解 



事務局職員職氏名 秘書課長 小堀 健 

その他必要事項 特になし 

会 議 内 容 の 記 録 （ 経 過 、 結 果 等 ） 

開会 

 総合行政部長が開会を告げる。 

 

【付議】 

１ 令和７年度志木市給与改定基本方針について 

○概要説明：総合行政部長 

志木市における給与改定は、人事院勧告の内容を勘案するとともに、国や近

隣市の動向等を注視し実施している。 

本年度については、令和７年度人事院勧告を踏まえ、次のとおり志木市の給

与改定基本方針を策定するものである。 

【改定内容】 

（１）給料の改定（国準拠） 

・改定率 平均 3.3％ 

・初任給に加え、おおむね 30歳台後半までの職員が在職する号給に重

点を置き、そこから改定率を逓減させる形で引き上げる。 

（２）期末勤勉手当の改定（国準拠） 

4.60月分→4.65 月分 

（３）通勤手当の改定（国準拠） 

・現行の距離区分について、200円から 7,100円までの幅で引き上げる。  

・「100km以上」を上限とする新たな距離区分（5km毎）を新設する。 

（４）宿日直手当の改定（国準拠） 

勤務１回に係る支給額を 4,400円から 4,700円に引き上げる。 

（５）管理職手当の改定  

主幹に重点を置き、そこから改定額を逓減させる形で引き上げる。 

（６）高齢層等の昇給抑制 

８級に属する職員及び 55歳以上の職員を対象に昇給抑制措置を実施

する。 

（７）その他 

令和７年志木市議会 12月定例会に関係条例の一部改正を上程、12月



中に差額分を支払う予定。 

 

【報告】 

１ 第二次志木市将来ビジョン（第六次志木市総合振興計画）将来構想/前期実現

計画/第三期志木市まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）に対する意見公募

の内容について 

○概要説明：市長公室長 

（１） 意見募集の内容 

第二次志木市将来ビジョン（第六次志木市総合振興計画）将来構想/前

期実現計画/第三期志木市まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）に

対する意見 

（２）意見募集期間 

令和７年９月１日（月）から令和７年９月３０日（火）まで（３０日間） 

（３）意見の提出方法 

持参、郵便、ファックス、Ｅメール又は電子申請 

（４）提出された意見 

意見件数 １７件（個人 １０人、団体 ０人） 

 

２ 令和７年度志木市一般会計補正予算の専決処分について 

○概要説明：総務部長 

令和７年度志木市一般会計補正予算（第５号）について、地方自治法第１７

９条第１項の規定により、令和７年１０月２２日付けで専決処分をしたので、

報告をするもの。 

なお、地方自治法第１７９条第３項の規定により、直近の令和７年１２月定

例会において承認を求めるもの。 

  【補正予算の内容】（単位：千円） 

会計区分      補正前予算額   補正額     補正後予算額 

一般会計（第５号） 32,959,358    6,000  →   32,965,358 

※ 同報系防災行政無線改修工事にかかる経費について補正するもの。 

（繰越明許費の設定含む） 

 

備考 会議内容の記録には、発言者の立場を明記するとともに、発言の趣旨が容

易に理解できるよう簡潔明瞭に記載すること。 


